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注）本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

備　　　　考

用 途 地 域 内 の 建 築 物 の 用 途 制 限

①，②，③，④，⑤，▲

建てられる用途
建てられない用途

○

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

店
舗
等

事
務
所
等

遊
戯
施
設
・
風
俗
施
設

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

工

場
・
倉

庫

等

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
住
居
地
域

第
二
種
住
居
地
域

準

住

居

地

域

田
園
住
居
地
域

近
隣
商
業
地
域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工
業
専
用
地
域

（
市
街
化
調
整
区
域
除
く
）

用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の２分の１未満のもの

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業所の床面積が50㎡以下

ホテル、旅館

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内において、規模・能力により都市計画決定等が必要

一団地の敷地内について別に制限あり★

店舗等の床面積が150㎡以下のもの
店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの
店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの
店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの
店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの
店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの

事務所等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの
事務所等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの
事務所等の床面積が150㎡以下のもの

事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの
事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの

カラオケボックス等
マージャン屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場等
劇場、映画館、演芸場、観覧場
キャバレー、個室付浴場等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校
大学、高等専門学校、専修学校等
図書館等
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、教会等
病院
公衆浴場、診療所、保育所等
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
老人福祉センター、児童厚生施設等
自動車教習所
単独車庫（附属車庫を除く）
建築物附属自動車車庫
①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限
倉庫業倉庫
畜舎（15㎡を超えるもの）

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

自動車修理工場

量が非常に少ない施設

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 量が少ない施設
量がやや多い施設
量が多い施設

非住宅部分の用途・原動機の制限あり

原動機の制限あり。　▲　2階以下

▲　2階以下

▲　3,000㎡以下
▲　3,000㎡以下
▲　10,000㎡以下
▲　10,000㎡以下

▲　3,000㎡以下

▲　3,000㎡以下

▲　600㎡以下

▲　300㎡以下　2階以下

①　客席200㎡未満　　②　客席10,000㎡以下
▲　個室付浴場等を除く

①　日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のサービス業用店舗のみ。2階以下。原動機の制限あり。
②　①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗

のみ。2階以下。
③　2階以下
④　地域の農産物の店舗等。2階以下。
⑤　物品販売店舗、飲食店を除く。

①　600㎡以下　1階以下　　②　3,000㎡以下　2階以下　　③　2階以下

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
①　50㎡以下　　②　150㎡以下　　■　農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る。

作業場の床面積　①　50㎡以下　　②　150㎡以下　　③　300㎡以下
原動機の制限あり

危険物の内容により量の制限あり
①　1,500㎡以下　2階以下
②　3,000㎡以下
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面積、階数等の制限あり
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2 3

3

5
5
5
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1 1 12 2

2

1 1 1 2

1 1 2

1 2

3 3

2
2 2

3 3

建築物

敷地境界線

（制限なし）

５ｍを超える範囲

10ｍを超える範囲
Ｂ

Ａ

10ｍ

５ｍ

10ｍ

５ｍ

真
北

４ｍ

測 定 面

平均地盤面1.5ｍ
測 定 面
平均地盤面

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

左記以外の地域

平均地盤面は建築基準法施行令第２条第２項による。

（は）欄の数値

建物の建てられる
範囲

1.25又は
1.5

（に）欄の
数値

1

道路
道路境界線

建物の建てられる
範囲

1.25
又は
2.5

1

隣地境界線

Ａ

Ｂ
20ｍ
又は
31ｍ

建物の建てられる
範囲

1.25
1

隣地境界線

第一種、第二種低層住居専用地域に
おいては10ｍ又は12ｍのうち
都市計画において定められた高さ

一種、二種低層は　  5ｍ
一種、二種中高層は10ｍ

真北方向

地域のみ適用（第一種、二種低層住居専用）
（第一種、二種中高層住居専用）

　健康で文化的な都市生活を営み、機能的な都市活動を確保するため、都市の中でその地域をどのように利用していくのか、い
わば都市の「間取り」ともいうべき、土地の利用制限が定められている地域です。
　建物を建てるときに、その地域の土地利用目的に合った施設であり、また建物の高さや敷地に対する建物の割合等、形態面の
規制を加え良好な生活環境を確保することが、用途地域を定める目的です。

　多くの人々が生活し、活動するところである都市では、健康で文化的な生活を営み、機能的な都市活動を確保すべきであり、
そのために適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図る必要があります。
　本市は、市全域の約80%が山地であり、利用できる平地は限られています。そして、このように限られた都市内の土地資源を有
効に利用し、建築敷地・基盤施設用地・緑地・自然環境等を適正に配置し、農林漁業との健全な調和を図ることは、大変大切なこ
とです。
　生活基盤施設が整っていない地域で、農地をつぶして自由に建物を建てていったらどうなるのでしょうか。また、好き勝手に建
物を建てたらどうなるのでしょうか。水田に使う水や魚などが棲む小川に生活雑排水が流れ込む、果樹園の消毒が住宅敷地内に
入り込む、あるいは新築したばかりの住宅の前に大きな工場や店舗などができてしまったなど、深刻な問題が発生します。
　このような状態にならないよう都市計画区域を指定し、都市の将来の姿を予測しながら、用途地域、交通施設（道路など）・公
共空地（公園など）・処理施設（下水道など）などの都市施設、市街地開発事業（土地区画整理事業など）等の都市計画を定め、土
地利用を規制誘導し、施設の整備等を推進していきます。
　なお、本市の都市計画区域は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を定めていない非線引き都市計画区域です。

○　都市計画区域以外の地域で10,000㎡以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づき、山梨県知事の許可が必要です。
○　また、3,000㎡以上10,000㎡未満の開発行為を行う場合は、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例により、その事業計

画が基準に適合しているかどうか、山梨県知事の確認を受ける必要があります。

○　3,000㎡以上の開発行為については山梨県知事の許可が必要です。
○　また、規模にかかわらず、風致地区内で開発行為を行うものは、上野原市風致地区条例に基づく許可が必要です。

　開発行為とは、主として建築物の建築等を目的として、土地の区画形質を変更する行為をいいます。開発行為を行う場合は、
次のような手続きが必要です。

　この訓令において「開発行為」とは、「主として建築物の建築等を目的として、土地の区画形質を変更する行為」の他、「土地の
区画形質の変更を伴わない建築物の建築」を含みます。
　都市計画区域内外にかかわらず、市内で行われる開発行為のうち、以下に該当するものについては、この訓令に基づく市長の
同意が必要です。

（適用範囲）
（1）　開発区域の面積が1,000㎡以上のもの
（2）　分譲を目的とする開発行為で、開発区域内の建設計画戸数が5戸以上のもの
（3）　建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第2条の規定による高さが10ｍ以上の建築物

（適用除外）
（1）　国、地方公共団体及び国、県又は市町村の公社、公団若しくは事業団が行う開発行為
（2）　自己の居住の用に供する建築物の建築

○橋、トンネル、中央帯、植樹帯、信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー、パーキン
グ・メーター、パーキング・チケット発給設備、街路樹、路傍樹、消火栓、火災報知器、郵便
ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所、形像、記念碑、景観重要建造物、景観重要樹木等

○学校、図書館、博物館、美術館等の教育文化施設の周囲で指定された地域
○景観計画区域、地区計画形態意匠条例により制限を受ける地域、伝統的建造物群保存地
区
（個別に指定がされます。）

○第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二
種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区
（景観地区、伝統的建造物群保存地区については個別指定されます。）

　広告物の種類別の許可の基準（表示面積、高さ、色彩、道路・鉄道からの距離、広告物相互
間の距離、その他禁止される事項、等）、許可申請手数料、許可の有効期間などが定められて
います。

○道路、鉄道等の両側1,000m以内の展望できる範囲の地域で指定された地域。
（高速道路の両側500m以内で展望できる地域等、路線により個別指定がされます。）
○準景観地区、地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域（個別指定されます。）

○自然公園（国立公園、国定公園、県立自然公園）の特別地域、都市公園等、墓地、駅前広場
（駅前広場については、個別指定がされます。）

○文化財である建造物の周辺や史跡名勝天然記念物（国又は県によって指定されたものに
限ります。）

○風致保安林、自然保存地区、景観保存地区、歴史景観保全地区、景観形成地域（景観形成
地域については、個別指定がされます。）

○道路、鉄道等の両側1,000m以内の展望できる範囲の地域で指定された地域
（国道や県道、鉄道など路線により個別指定がされます。）

許 可 地 域
（設置の前に許可申請が必要
になります。
なお、禁止地域と重複する場合
は、禁止地域となります。）

（なお、詳細については山梨県富士・東部建設事務所の都市計画担当（0554-22-7836）にお尋ねください。）

禁 止 物 件
（広告物を掲出できないもの）

禁 止 広 告 物 等
（ 掲 出 できな い 広 告 物 ）

禁 止 地 域
（広告物が設置できない地域）

そ の 他

○形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致を害するもの

○公衆に対して危害を及ぼすおそれのあるもの

○電柱、街灯柱の類（はり紙、はり札、広告旗、立看板等。）

○市及び別に定める町村

○自然公園（国立公園、国定公園、県立自然公園）の普通地域

○自然活用地区、自然造成地区、景観形成地域

（Ⅳ）日影の測定位置

日影規制は、住宅地の日照を確保する目的で定められたものです。
規制は、建物の影が一番長くなる冬至日に、中高層建築物が敷地の周囲に生じさせる日影の時間を制限することにより行います。

都市計画で定める用途地域のうち、「商業地域」と容積率400％以上の「近隣商業地域」以外の地域です。

規制対象区域内で、冬至日の真太陽時の午前８時から午後４時までに、
右図のＡおよびＢの範囲に生ずる日影。

（Ⅰ）規制される区域

（Ⅱ）規制の対象となる建物

（Ⅲ）規制される日影

「第一種低層住居専用地域」
「第二種低層住居専用地域」
「第一種中高層住居専用地域」
「第二種中高層住居専用地域」
「第一種住居地域」
「第二種住居地域」
「準住居地域」
「近隣商業地域」
「準工業地域」

高さが10メートルを超える建物。

軒の高さが７メートルを超える建物。または地階を除く階数が３以上の建物。

地　　域 制限を受ける建築物
平均地盤面
からの高さ
（ｍ）

敷地境界線からの水平距
離が5ｍを超え10ｍ以内
の範囲における日影時間

敷地境界線からの水平距
離が10ｍを超える範囲に
おける日影時間

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

軒の高さが7ｍを超える
建築物又は地階を除く
階数が3以上の建築物

1.5 4時間 2．5時間

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

高さが10ｍを越える
建築物 4.0 4時間 2．5時間

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域

高さが10ｍを越える
建築物

4.0 5時間 3時間

用途地域の指定のない区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

用途地域 Ａ Ｂ

1.25

31ｍ

20ｍ

20ｍ1.25

2.5

○道路斜線制限及び隣地斜線制限において、境界線から後退
した建物については緩和規定あり。

建築基準法別表第3　前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限（抜すい） （ ▼  建法56、91）
（い） （に） （備考）（は）（ろ）

建築物がある地域又は区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域の指定のない
区域

20/10以下

40/10以下

20/10以下

20/10以下

1．建築物がこの表（い）欄に掲げる地域又は区域の2以上にわたる
場合は、同欄中「建築物」とあるのは「建築物の部分」とする。

2．建築物の敷地がこの表（い）欄に掲げる地域又は区域の2以上に
わたる場合の同表（は）欄に掲げる距離の適用については、（い）
欄中「建築物がある地域又は区域」とあるのは、「建築物又は建
築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接す
る敷地の部分の属する地域又は区域」とする。

20ｍ

20ｍ

20ｍ

20ｍ

1.25

1.5

1.5

1.5

法52条1項・第2項・
第5項及び第6項・
第8項の規定による
容積制限の限度

距 離 数 値

1

2

3

4

大目地区の一部（大字大野の一部）
巌地区の一部
（大字八ツ沢の一部、大字松留、大字四方津の一部、大字コモアしおつ）
大鶴地区の一部（大字鶴川の一部、大字大椚の一部）

S63.1.29
（山梨県公告）

島田地区の全域（大字新田、大字鶴島）

上野原地区の全域（大字上野原）
S24.8.1

（建設省告示第712号）

上野原都市計画区域

適 用 地 区指定年月日

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

（なお、詳細については山梨県富士・東部建設事務所の
建築住宅担当（0554-22-7817）にお尋ねください。）

適用用途地域 建築物の高さの限度
第一種低層住居専用地域 10ｍ

　周囲の景観と調和し、安全な屋外広告物の表示がなされるよう、山梨県では屋外広告物法に基づいて制定された「山梨県屋
外広告物条例」により、屋外広告物の表示の場所や大きさ等が規制されています。

上野原市都市計画概要

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

面　　　積

位　　　置

地区の細区分

約3.9ha

A C1B2

第一種中高層
住居専用地域 第一種住居地域

B1

第一種低層
住居専用地域

約38.0ha 約9.3ha 約5.8ha

第一種住居地域

C2

サブセンター地区複合住宅地区低層住宅地区戸建住宅地区

用 途 地 域

細区分の面積

地区施設の配置
及び規模

①ホテル、旅館
②マージャン屋、ぱちんこ屋、射的
場等

③工場(ただし、作業場の床面積の
合計が50㎡以内のパン屋、米屋、
豆腐屋、菓子屋、その他これらに
類する食品製造業を営むものを
除く。)

170㎡

屋外広告物は、自己の用に供する広告物で、一辺の寸
法が1.2メートル以下かつ表示面積(同一敷地内に2以
上の広告物がある場合は、その合計)が1平方メートル
以下のもの以外は設置してはならない。
(※消防署は当該制限を受けないものとする。)

建築物等の
形態又は
意匠の制限

13ｍ建築物の高さ
の最高限度 10ｍ

10/108/10
建築物の延べ
面積の敷地面
積に対する割
合の最高限度

建築物の壁面
の位置の制限

建築物の
敷地面積の
最低限度

15ｍ20ｍ20ｍ

20/10

⑤用途地域が第
一種住居地域
である低層住宅
地区における
税務署・警察・
消防署・保健所

①建築基準法別表第2(い)項第1号に規定する住宅
②兼用住宅(同法施行令第130条の3に規定する住宅
または、診療所を兼ねる住宅とする)
③地区集会所
④公益上必要な建築物(同法施行令第130条の4第3
号、第5号に規定する建築物)

次に掲げる建築物又はこれに付属する建築物以外は
建築してはならない。

建築物等の
用途の制限

かき又は
さくの

構造の制限

1．道路に面する塀(生垣、木塀を除く)の高さの最大限度は1.5mとする。
2．前号に定める塀は、道路境界から1.0m以上後退した位置に設け、後退した空地はその緑化に
努める。

―

屋上利用広告物(屋上、ペントハウス又は、屋根の上部
等へ設置する広告物)は設置しないものとする。

1．建築物の外壁・屋根等の色彩は、良好な住環境にふさわしい落ち着いた色あいのものとする。
2．屋外広告物は、美観風致を十分配慮した色彩、形態、及び装飾等を用いるものとし、さらに、以下に掲げる要件に該
当するものでなければならない。

外壁又は、これに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度を1.0ｍとする。

―

20ｍ

20/10

①ホテル、旅館
②倉庫業を営む
倉庫

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

区画道路1号(幅員6m、延長63m)
区画道路2号(幅員6～10m、延長69m)

約1.0ha

近隣商業地域

D

センター地区

約58.0ha

上野原市四方津、大野及び八ツ沢の一部

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

　（※１）に係る角地緩和、（※２）に係る色彩基準については、上野原市風致地区条例運用基準に準じます。

上野原市上野原の一部

用 途 地 域

面　　　積

建築物の
高さの
最高限度

建築物の
壁面の位置
の制限

建築物の
敷地面積の
最低限度

緑化の
最低限度

建築物等の
形態又は
意匠の制限

1．建築物等の外壁又はこれに代わる柱及び門並びに塀の形態、意匠、色彩等については、月見ヶ丘
風致地区周辺の自然美と調和した外観とする。（※2）

2．屋外広告塔、広告板等は、歩行者空間及び月見ヶ丘風致地区周辺の自然美に配慮するものとす
る。（※2）

建築物等の外壁又はこれに代わる柱及び門、塀、広告物、看板等は、次に示す壁面の位置の制限を
越えて建築してはならない。
1 道路に面する部分 ：2.0ｍ（※1）
2 その他の部分　　 ：1.0ｍ

ただし、次に該当するものについては、この限りでない。
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

125㎡

ただし、次に該当するものについては、この限りでない。
1 市長が公益上必要な建築物として認めたもの

20ｍ

第一種中高層住居専用地域

約 16.8ha

位　　　置

3/100

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

　（※1）に係る角地緩和、（※2）に係る色彩基準については、上野原市風致地区条例運用基準に準じます。

面　　　積

位　　　置

地区の細区分

10ｍ

建築物の
敷地面積の
最低限度

1 道路に面する部分：
1.0ｍ

2 その他の部分：
1.0ｍ

建築物の
壁面の位置
の制限

建築物等の
用途の制限

約2.5ha

第二種住居地域準住居地域

約3.6ha

次に掲げる建築物は、
建築してはならない。

①工場
②危険物の貯蔵又は、
処理

③倉庫業の倉庫

建築物等の
形態又は
意匠の制限

建築物の
高さの
最高限度

15ｍ 15ｍ

①工場
②危険物の貯蔵又は、処理

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

約1.4ha 

第二種住居地域

Ｂ-2地区Ｂ-1地区Ａ地区

用 途 地 域

細区分の面積

緑化の
最低限度 3/100 10/100

1．建築物等の外壁又はこれに代わる柱及び門並びに塀の形態、意匠、色彩等については、桂川周
辺の自然美と調和した外観とする。（※2）

2．屋外広告塔、広告板等は、歩行者空間及び桂川周辺の自然美に配慮するものとする。（※2）

1 道路に面する部分 ：2.0ｍ（※1）
2 その他の部分　　 ：1.0ｍ

建築物等の外壁又はこれに代わる柱及び門、塀、広告物、看板等は、次に示す壁面の位置の制限を
越えて建築してはならない。

ただし、次に該当するものについては、この限りでない。
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

125㎡

ただし、次に該当するものについては、この限りでない。
1 市長が公益上必要な建築物として認めたもの

10ｍ

①工場
②危険物の貯蔵又は、
処理

次に掲げる建築物は、
建築してはならない。

約0.9ha

第一種住居地域

Ｃ地区

約 8.4ha

上野原市新田の一部

令和7年4月現在

1：9,000

1：6,000

1：4,000

　都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、市長の許可を受けなけ
ればならない。
　都市計画法第62条による告示（事業認可又は承認）がされた区域内は適用しない。

　建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、若しくは除去することができるものであると認めるときは、許可をしな
ければならない。
　１．階数が２以下で、かつ、地階を有しないもの。
　２．主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

　建物が密集し、火災の危険率の高い市街地について、火災の発生、延焼を防止するために定めます。
　防火地域については、原則として３階以上、又は、延床面積100㎡を超える建築物、準防火地域においては、４階以上、又は、
延床面積1,500㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない等、建築基準法により、建築物を耐火構造、防火構造とす
るよう規制がされます。

　都市の中の良好な自然環境が保たれているところで、保全を必要とするところに定めます。
　風致地区内で建物等を建てる場合、市長の許可なく樹木を伐採したり、土地の形態を変えたり、家を建てたりすることができま
せん。（上野原市風致地区条例（平成26年12月15日上野原市条例第37号）参照）

　なお、準防火地域以外の一部の地域において、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保するため、建築基準法第22条
第1項の規定により、山梨県知事が「建築物の屋根を不燃材料で造り又はふかなければならない区域」として指定しています。
（昭和25年12月14日山梨県告示第294号）

　特別工業地区内においては、建築基準法第48条第11項の規定によるもののほか、以下に掲げる建築物を建築することはで
きません。（上野原市特別工業地区建築条例（平成18年9月25日上野原市条例第32号））

　土地利用の増進などを図るために定める地区で地方公共団体の条例により、建築物の用途等について規制又は緩和する地区。

　比較的小規模の地区を対象とし、ミニ開発や無秩序な市街化を防ぎ、良好な市街地の環境を形成し、保全するため定めるもの。

※1　第Ⅰ地区から第Ⅳ地区まで地区ごとに建築協定が定められています。
※2　上野原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成26年12月15日上野原市条例第38号）

建築の許可（都市計画法第53条）

許可の基準（都市計画法第54条）

名　　称 面積（ha） 条　例 建築協定当初決定 最終変更

コモアしおつ地区 58.0 H3.12.10
上野原町告示第8号

H15.10.16
上野原町告示第59号 ― ※1

シビックゾーン周辺地区 16.8 H26.12.15
上野原市告示第81号 ※2 ―

上野原駅周辺地区 8.4

計画決定年月日及び告示番号

S55.9.4
上野原町告示第17-1号火葬場

ごみ処理場
ごみ焼却場 H7.4.3

上野原町告示第12号
S50.12.18
上野原町告示第21号1.4

0.1

上野原市クリーンセンター
汚物処理施設

最終変更当初決定
計画決定年月日及び告示番号面積

(ha)施　設　名種　類

上野原火葬場

汚物処理施設、ごみ焼却場
汚物処理施設、ごみ処理場
ごみ処理場、ごみ焼却場

併設状況

番号 路 線 名 起　点 終　点 延長(m) 幅員(m)車
線 当初決定 最終変更

計画決定年月日及び告示番号

3・5・1 水 路 通 り線 上野原1656 上野原3830 890 12

3・5・2 北 通 り 線 上野原3449 上野原3760 420 12

3・5・3 中 央 通 り線 上野原1616 上野原1788 850 12

3・5・4 東 通 り 線 上野原578 上野原955 1,900 12，10

3・5・5 りんどう通り線 上野原3824 上野原3770 330 12

3・5・8 西 通 り 線 上野原3449 上野原2107 260 12

3・5・9 本 通 り 線 上野原3905 上野原8780 1,740 10，8

7 路 線 総 延 長

当初決定 最終変更
S49.3.1
上野原町告示第9号

H8.4.1
上野原町告示第18号

名　　称 面積(ha) 計画決定年月日及び告示番号

準防火地域 10.2

区分 建築できない建築物
1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
2 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

3

4 図書館、博物館その他これらに類するもの
5
6

当初決定 最終変更
月見ヶ丘 43 S26.5.28

建設省告示第472号
H26.12.15
上野原市告示第81号

丘陵
島　　田 419 丘陵・湖沼

備　　考名　　称 面積(ha) 計画決定年月日及び告示番号

建蔽率 建築物の高さ 外壁後退 建築物の色 緑地率

道路から2ｍ以上
隣地から1ｍ以上

屋根・外壁の最大面積色のマンセル値が以下の範囲内
色相）R、YR、Y、GY、G、N
明度）R、YR、Y、GY、G：3以上7以下

N：4以上9以下
彩度）4以下

敷地面積の
10％以上40％以下 10ｍ以下

建築基準法第49条第1項H18. 9 .2528.0特別工業地区

備　　考当初条例年月日面積(ha) 名　　称 当初決定 最終変更
H19.1.4
上野原市告示第1号

計画決定年月日及び告示番号

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

店舗、飲食店その他これらに類するもの(日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店でその用途に供
する部分の床面積の合計が150㎡以内のものを除く。) 6,390m

S28.6.2
建設省告示第978号

S28.6.2
建設省告示第978号

S28.6.2
建設省告示第978号

S28.6.2
建設省告示第978号

S28.6.2
建設省告示第978号

S28.6.2
建設省告示第978号

S28.6.2
建設省告示第978号

S61.5.22
山梨県告示第196号

R7.2.20
上野原市告示第7号

S61.5.22
山梨県告示第196号

R7.2.20
上野原市告示第7号

R7.2.20
上野原市告示第7号

R7.2.20
上野原市告示第7号

R7.2.20
上野原市告示第7号

地 区 計 画

供給処理施設

特別工業地区内の建築制限

特別用途地区

防火地域・準防火地域

風 致 地 区

風致地区内の建築制限

都市計画道路一覧表

都市計画施設等の区域内における建築の規制

建築物の形態の制限内容 開 発 行 為 屋 外 広 告 物日 影 規 制

都市計画区域

用 途 地 域

用途地域による建築物の用途制限の概要

主な内容（山梨県屋外広告物条例抜粋）〈都市計画区域内で開発行為を行う場合〉

〈都市計画区域以外の地域で開発行為を行う場合〉

《上野原市開発行為指導要綱（平成17年2月13日上野原市訓令第71号）》

上野原駅周辺地区　地区整備計画の内容

コモアしおつ地区　地区整備計画の内容

シビックゾーン周辺地区　地区整備計画の内容

上野原駅周辺地区　地区整備計画図

コモアしおつ地区　地区整備計画図

シビックゾーン周辺地区　地区整備計画図

1．道路斜線制限

3．北側斜線制限

2．隣地斜線制限

建築物の高さの限度は次のとおり

その他の地域・地区


